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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（A）第一の側面と該第一の側面の反対側の第二の側面とを有する、第一の材料である
結晶基板を提供する工程と、
　（B）基板の前記第一の側面上に第一の層を形成する工程であって、前記第一の層の第
一の側面が、前記基板の第一の側面と隣接し、前記第一の層の第二の側面が、前記第一の
層の第一の側面の反対側にある工程と、
　（C）前記第一の層の少なくとも一部の真下である、基板の前記第一の側面上の第一の
部分をアンダーカットして、基板の該第一の部分に段、および該第一の層の一部と基板の
該第一の部分との間の空間を形成する工程と、
　（D）前記段にわたって基板の前記第二の側面の第二の部分を除去して、前記第一の材
料からできた、前記第一の層に結合する先端を形成し、該第一の層の少なくとも一部が、
基板の残った部分に取り付けられたカンチレバーを形成する工程と
を含む、プローブを作製する方法。
【請求項２】
　基板がシリコン基板またはシリコン・オン・インシュレータ基板であり、第一の材料が
シリコンであり、
　基板の前記第一の側面が不均一な表面を有し、エッチングされたピットにより規定され
る基板に膜を形成するため、第一の層を形成する前に基板の前記第一の側面にピットをエ
ッチングする工程をさらに含み、
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　アンダーカットする工程の前に前記第一の層をパターニングする工程をさらに含み、該
パターニングがプローブの長さを規定し、パターニングする工程が、基板の前記第一の側
面に沿って位置合わせされたシャドーマスクを介して少なくとも一つのマスク層を付着さ
せ、該第一の層のマスクされていない部分を除去することをさらに含み、
　エッチングされたピットおよび非膜領域により規定される基板の第一の部分に膜を形成
するために基板の前記第一の側面上にピットをエッチングする工程をさらに含み、前記付
着させる工程が、非膜領域上のマスク幅が膜上のマスク幅よりも大きくなるように少なく
とも一つのマスク層を前記膜および非膜領域に付着させることを含み、
　第一の層が、窒化シリコン、ポリマー、金属、または合成物のカンチレバーを含むカン
チレバー層を含み、かつ
　第一の層がカンチレバー延伸部層をさらに含み、前記段がカンチレバー層と該カンチレ
バー延伸部層との境界位置に形成され、アンダーカットする工程の後に前記カンチレバー
延伸部層を除去する工程をさらに含む、請求項1記載の方法。
【請求項３】
　基板がシリコン基板であり、第一の材料がシリコンであり、段が2つの交差する｛411｝
Si結晶面表面を含み、かつ形成された先端が1つの｛111｝Si面表面に交差する2つの交差
する｛411｝Si面表面を含み、基板の第二の側面の第二の部分の除去が、先端の｛111｝Si
面の形成を含み、かつ基板の前記第一の側面上の第一の部分をアンダーカットする工程が
異方性エッチングを含む、請求項1記載の方法。
【請求項４】
　請求項3記載の方法により作製されたプローブであって、
　（a）カンチレバーと、
　（b）2つの交差する｛411｝Si面表面を含む、前記カンチレバー上の四面体Si先端と
を含むプローブ。
【請求項５】
　カンチレバーが窒化シリコン、ポリマー、金属、または合成物のカンチレバーを含み、
かつ先端が交差する｛111｝Si面表面をさらに含む、請求項4記載のプローブ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
発明の背景
　本発明は、高速イメージング（ビデオレートまで）が所望される用途を含む、プローブ
ベースの機器に使用するためのプローブを製造する方法に関する。
【０００２】
　便宜のために、本記載は、プローブベースの機器である原子間力顕微鏡（AFM）の特定
の態様のために実現され得るプローブに焦点を合わせている。プローブベースの機器は、
AFM、三次元分子間力プローブ機器、高分解能プロフィルメーター（機械的スタイラスプ
ロフィルメーターを含む）、表面改質機器、化学的または生物学的検知プローブ、および
マイクロ駆動デバイスのような機器を含む。本明細書に記載されるプローブは、そのよう
な他のプローブベースの機器用に実現され得る。
【０００３】
　AFMは、試料の表面に対してカンチレバーの端部上の鋭い先端を走査（例えばラスタリ
ング）して得られる情報に基づいて、表面トポグラフィー（および/または他の試料特性
）の像を作製するのに使用される機器である。表面の形態的なおよび/または他の特徴は
、表面の特徴に対するプローブの機械的応答の変化を検知して、システムを基準状態に戻
すためにフィードバックを使用することによって検出される。試料に対してプローブを走
査することにより、試料のトポグラフィーまたは他の試料特性の「マップ」が得られ得る
。
【０００４】
　プローブの機械的応答の変化は、通常、光ビームが光てこと同じ基準フレーム内のカン
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チレバー上に向けられる光てこ配置によって検出される。カンチレバーから反射されたビ
ームは、位置検知形検出器（PSD）を照らす。プローブの機械的応答が変化するのに伴い
、PSDからの出力における変化が引き起こされる。PSD信号におけるこれらの変化は、通常
、一つまたは複数のプローブの機械的応答に対して一定のプリセット値を維持するために
、試料に対するプローブの基部の垂直位置における変化（本明細書においてZ位置におけ
る変化と称され、Zは一般に、試料によって画定されるXY平面に直交している）を誘引す
るために使用される。これは、AFM像を発生させるために通常使用されるフィードバック
である。
【０００５】
　AFMは、プローブの先端が試料表面と常時接触するコンタクトモード、および先端が表
面と接触しないかまたは間欠的にのみ接触するACモードを含む、多数の異なる試料特性解
析モードで操作され得る。これらの2つのモードは、ユーザがシステムフィードバックに
対してプローブベースの作動パラメータを設定するのを可能とする、フィードバックルー
プにおいて使用され得るプローブの2つの機械的応答を規定する。
【０００６】
　コンタクトモードにおいて、プローブと試料表面との間の相互作用は、例えばカンチレ
バーの撓み等のプローブベースの作動パラメータに認識できる効果を引き起こす。ACモー
ドにおいて、関心対象の効果は、カンチレバーの振動振幅、振動を励振する信号に対する
カンチレバーの振動の位相、またはカンチレバーの振動の周波数を含む。これらのプロー
ブベースの作動パラメータの全ては、PSDによって検出可能であり、得られたPSD信号は、
指定されたプローブベースの作動パラメータを一定に維持するためにZアクチュエータ用
のフィードバック制御信号として使用される。
【０００７】
　フィードバック制御信号はまた、関心対象の試料特性の計測を提供する。例えば、ACモ
ードにおいて指定されたパラメータが振動振幅である場合には、フィードバック信号は、
試料表面の高さまたは他の試料特性の変化を計測するためにカンチレバーの振動の振幅を
一定に維持するのに使用され得る。
【０００８】
　現在のいくつかのAFMは、最大で100um2まで撮像することができるが、通常は1～10um2

型で使用される。そのような像は、通常、取得するのに4～10分を要する。現在、ビデオ
レートイメージングに近付くように多くの取り組みが行われている。これらの取り組みの
ための理由は、移動する試料を撮像する、より短時間の事象を撮像する、および、単によ
り適時にイメージングを完了する要望を含む。ビデオレートイメージングに近付く一つの
有力な手段は、プローブの質量を低減することであり、これにより、より高い共振周波数
を備える、より低いバネ定数を実現することである。
【０００９】
　現在、従来のプローブは、0.01～200N/mのバネ定数および10～500kHzの基本共振周波数
fRを備え、長さが50～450μである。物理法則は、許容雑音レベルを前提として、従来の
プローブの実現可能な分解能および走査速度に下限を設けている。
【００１０】
　最良の分解能の計測を得るためには、試料上に低い力のみを及ぼすプローブの先端が必
要となる。生物学において、例えば、大抵は、10pNを上回る力が試料を改変または損傷す
ることができるほど軟かい試料を取り扱う。より高い力は先端を試料内に押し込む効果を
有し、相互作用領域を増加させ、したがって、分解能を低下させるので、これはまた、無
機結晶等の「硬い」試料における高分解能計測にも当てはまる。プローブの所与の撓みに
ついて、力は、プローブのバネ定数kによって増加する。先端が試料表面と間欠的にのみ
接触するACモードにおいて空気中で作動する場合には、30N/mを下回るバネ定数が望まし
い。一般的な流体中での作動については、非常に小さいバネ定数（約0.1N/m未満）が望ま
しい。
【００１１】
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　より高い走査速度による計測を得るためには、高いfRを備えるプローブが必要となる。
試料の特徴を過ぎた後、プローブ応答は、コンタクトモードについては約1/fR秒であり、
ACモードについてはQ/fR秒である（Qは、プローブについてのQ値である）。これは、走査
速度における基本的限界を設定する。プローブの応答時間が低下する場合、fRを引き上げ
なければならない。
【００１２】
　プローブの熱雑音は、最大でおよそfRまでの周波数範囲に広がる固定した雑音エネルギ
ー（kTオーダー）を伴う。ここで、kはボルツマン定数であり、Tはケルビンでの温度であ
る。したがって、fRが高ければ高いほど、単位帯域幅あたりの雑音がfR未満に低くなる。
【００１３】
　ビデオレートイメージング用の理想的なプローブは、5～10MHzの範囲内のfRを有するで
あろう。それはまた、1～40N/mの範囲内の力定数も有するであろう。従来のプローブは、
この目標を実現するために、およそ5～8μmの長さまたは幅まで1桁縮小する必要があると
考えられる。
【００１４】
　半導体集積回路製造技術が今日のAFMに使用するのに必要である均一なカンチレバーお
よび先端形状を備えるプローブを一括製造する方式を提供するように、プローブは、半導
体集積回路製造技術を使用することによって微細加工される。これらの技術は、非限定的
に、薄膜付着、光学マスクを用いたフォトリソグラフィ、プラズマを用いた反応性イオン
エッチング（RIE）、シリコンのウェットエッチング、およびウエハ間（wafer-to-wafer
）ボンディングを含む。シリコンおよび窒化シリコンは、AFMプローブが製作される2つの
主要な半導体材料である。シリコンプローブは、窒化シリコンプローブよりも高い共振周
波数および力定数を与える、より厚いカンチレバーを有する。これは、化学気相成長法（
CVD）を用いて窒化シリコンを付着させることと比較した、バルクシリコンをエッチング
する場合のより大きな厚み変動に起因し、より高い生産力を保証するために、より厚いカ
ンチレバーにおいてシリコン処理を強制的に停止させる。シリコン・オン・インシュレー
タ（SOI）ウェハを使用することによってこれらの難題を克服することができるが、これ
は、非常により高いコストを生じる。窒化シリコンプローブは、窒化シリコンが機械加工
および作業が困難であるシリコン型において付着されるので、シリコンプローブよりも鈍
くて短い先端を有する。
【００１５】
　現在のプローブ製作処理は、プローブ長が比較的小さい場合にも、プローブ長を5～8um
まで再現性よく縮小する当業者の能力、およびそれらの寸法までプローブ幅を縮小する当
業者の能力を制限する。これは、（i）シリコンウェハの両面を処理する場合のフォトリ
ソグラフィの配列の問題、（ii）ウェハボンディングの配列の問題、または（iii）大幅
に不均一なウェハ表面上のフォトリソグラフィの変動を含む、複数の要因に起因する。プ
ローブ製作処理は、通常これらの技術の少なくとも一つを組み入れ、5umの寸法変動は稀
である。さらにまた、より短いプローブは、AFMにとって必要とされる範囲内に力定数を
保つために比較的薄いカンチレバーを必要とすると考えられる。これらの要因の全ては、
ここで想定される目的のために現在の処理を実行不可能とする。
【発明の概要】
【００１６】
　したがって、一体的な鋭い先端を備え、且つ原子スケールにおいてAFMに適合する適度
な力定数を備える長さおよび幅が8umのまたは8um未満の高速カンチレバーの製造を可能と
する、改善されたAFMプローブ製造プロセスを提供することが本発明の目的である。
【００１７】
　本発明の目的である高周波低バネ定数のプローブは、取っ手、カンチレバーおよび鋭い
先端からなる。別の態様はまた、必要に応じてカスタマイズされた異なる先端を追加する
ことができるか、または力センサとして先端なしのカンチレバーを使用することができる
、先端がないプローブを含む。取っ手は、シリコン基板から形成され、（100）面内で取
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っ手の上端と鋭角を形成する（111）面内で傾斜して延在している端縁を有する。カンチ
レバーは、傾斜した（111）端縁を横切り、且つ（100）面内の［110］方位に外側に延在
する適切な薄いフィルムから形成されている。カンチレバーの自由端は、一般に外側に、
且つ基部から離れるように突出している頂点を備える、（100）面に基部が取り付けられ
た、一体化されたシリコンの先端を有する。
[請求項101]
 エッチング変動を区別するようにシリコン基板を通してエッチングする工程、エッチン
グ処理変動を把握しながらエッチングされた表面にシャドーマスクを位置合わせする工程
、および蒸着を使用して不均一な表面上に先端と共にカンチレバーを印刷する工程により
、取っ手、カンチレバーおよび先端を含む、高周波低バネ定数のプローブを製造する方法
。
【００１８】
　図面において使用される結晶学的な表記法の全ての方位および面は、ウェハ製造業者の
表記法を使用し、且つ同等の方位および面であるように意図されている。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第1の態様の起点を形成する、各側面上に二酸化シリコンおよび窒化シ
リコンを備えるシリコン（100）ウェハを示す断面図である。
【図２】底面側の膜のエッチングマスクのパターニング後に膜を形成するためのシリコン
基板の異方性エッチングを示す断面図である。
【図３】図3Aおよび3Bはそれぞれ、窒化シリコンおよび二酸化シリコン層の除去後の膜を
備えるシリコン基板の断面図および底面図である。
【図４】両側面における窒化シリコンの付着後の膜を備えるシリコン基板を示す断面図で
ある。
【図５】図5Aおよび5Bはそれぞれ、シャドーマスクによって基板の底面側に形成されたエ
ッチングマスクを示す断面図および底面図である。
【図６】図6Aおよび6Bはそれぞれ、窒化シリコンのエッチングおよびマスク除去後の基板
の底面側にパターニングされた窒化シリコンを示す断面図および底面図である。
【図７】図7Aおよび7Bはそれぞれ、シリコン基板の露出した底面側における二酸化シリコ
ンの成長を示す断面図および底面図である。
【図８】図8Aおよび8Bはそれぞれ、シャドーマスクによって基板の底面側に形成されたカ
ンチレバーエッチングマスクを示す断面図および底面図である。
【図９】図9Aおよび9Bはそれぞれ、犠牲二酸化シリコン延伸部を備えるパターニングされ
た窒化シリコンカンチレバーを示す基板の断面図および底面図である。
【図１０】図10Aおよび10Bはそれぞれ、底面側のシリコンの異方性エッチングを示す基板
の断面図および底面図である。
【図１１】窒化シリコンカンチレバーの端部のすぐ先にアンダーカットを備える異方性シ
リコンエッチングの底面側の拡大斜視図である。
【図１２】犠牲酸化物カンチレバー延伸部の除去後に基板の底面側における露出したシリ
コン表面において二酸化シリコンを再成長させた後の断面図である。
【図１３Ａ】上側の窒化シリコン層の除去後の基板の断面図である。
【図１３Ｂ】図示するために除去された閉塞シリコン薄膜を備える、犠牲酸化物カンチレ
バー延伸部の除去後の基板の、上側の拡大斜視図である。
【図１４】図14Aおよび14Bはそれぞれ、シリコン膜が異方性エッチングにおいて完全に除
去され、底面側の窒化物のカンチレバーおよび底面側の酸化物に取り付けられた四面体の
シリコン先端のみを残した後の基板の断面図および拡大断面図である。
【図１５】底面側の酸化物を除去した後の、四面体のシリコン先端および窒化物カンチレ
バーの拡大斜視図である。
【図１６】底面側の酸化物を除去した後の、シリコン取っ手、窒化物カンチレバー、およ
びシリコン先端の断面図である。
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【図１０８】図108Aおよび108Bはそれぞれ、本発明の第2の態様の一部である、シャドー
マスクによって基板の底面側に形成されたカンチレバーエッングチマスクを示す断面図お
よび底面図である。
【図１０９】図109Aおよび109Bはそれぞれ、パターニングされた窒化シリコンカンチレバ
ーを示す基板の断面図および底面図である。
【図１１０】図110Aおよび110Bはそれぞれ、底面側のシリコンの異方性エッチングを示す
基板の断面図および底面図である。
【図１１１】窒化シリコンカンチレバーのアンダーカットエッチングを備える、異方性シ
リコンエッチングの底側面の拡大斜視図である。
【図２１０】図210Aおよび210Bはそれぞれ、本発明の第3の態様の一部である、形成され
た窒化シリコンカンチレバーを包囲しているシリコン基板の露出した底側における二酸化
シリコンの成長を示す基板の断面図および底面図である。
【図２１１】底面側の窒化シリコンカンチレバーの端部に位置合わせされた先端エッチン
グマスクに形成された上側の窒化シリコン層を示す断面図である。
【図２１２】図212Aおよび212Bは、露出した上側のシリコン表面をエッチングし、シリコ
ン膜が完全に除去された場合に停止することによるシリコン先端の形成を示す断面図であ
る。
【図２１３】底面側の酸化物を除去した後のシリコン取っ手、窒化物カンチレバー、およ
びシリコン先端の断面図である。
【図３０８Ａ】本発明の第3の態様の一部である、三角形状の取っ手を備える最適化され
たカンチレバーのシャドーマスクの平面図である。
【図３０８Ｂ】最適化されたカンチレバーエッチングマスクの臨界配置を示す基板の底面
図である。
【図３１１】図311Aは、過度の窒化シリコンフィルムの除去用の、底面側におけるエッチ
ングマスク層の付着を示す、基板の断面図である。図311Bおよび311Cは、AFMに使用する
最適形状へのカンチレバーのエッチングを示す底面側の拡大斜視図である。
【図４０１】基板がシリコン・オン・インシュレータ（SOI）である他の基板の態様を示
している。
【図４０２】基板がシリコン・オン・インシュレータ（SOI）である他の基板の態様を示
している。
【図４０３】基板がシリコン・オン・インシュレータ（SOI）である他の基板の態様を示
している。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
好ましい態様の詳細な説明
　本発明の目的である高周波低バネ定数のプローブを製造するプロセスは、上面側および
底面側を有する（100）シリコン基板に端を発する。（111）面に制約される（100）表面
を備える膜は、任意の適切なリソグラフィ処理によって形成された一つまたは複数のフィ
ルムによってマスクされているシリコン基板の底面側を異方性ウェットエッチングするこ
とにより、この基板から形成されている。膜の厚みは、タイムドエッチング（timed etch
）を使用して選択され、その結果、所望の高さの先端が膜から形成され得る。基板の底面
側は、カンチレバー形成に適している一つまたは複数のフィルムで被覆されている。一つ
または複数のフィルムは、膜の（111）面および（100）面の交差直線に対してシリコン基
板の底面側にシャドーマスクを位置合わせすることによってカンチレバーに形成され、そ
の結果、制御された長さのカンチレバーが、この交差部分でありかつ［110］方位の点か
ら延在する。この長さは、カンチレバーをアンダーカットエッチングする処理においてさ
らに短縮され得る。これは、カンチレバーによって被覆される領域を除いて底面側のシリ
コン膜を露出する。最後の工程は、シリコン膜から先端を形成することである。
【００２１】
　一つの先端形成プロセスは、シリコン基板の底面側からの先端の一部、および上面側か
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ら一部をエッチングすることである。この処理において、露出された底面側のシリコンは
、カンチレバーをアンダーカットエッチングする処理工程で異方性エッチングされる。エ
ッチングの時間は、カンチレバーの有効長を短縮すると共に、先端の高さを制御すると考
えられる。アンダーカットエッチングは、シリコンにおける2つの交差｛411｝面が形成さ
れた後に停止される。これらの面は、先端の2つの小面となる。そのようにして露出され
たシリコンは、後のエッチング中にシリコンを保護するために酸化される。その後、上面
側の一つまたは複数のフィルムは、上側の（100）シリコン表面を露出するように選択的
に除去される。露出されたシリコンは、異方性エッチングされ、カンチレバーの自由端に
形成された四面体のシリコン先端を除いて残っているシリコン膜を完全に除去する。この
エッチングは、四面体の先端の最後の小面である（111）面を露出する。最後の工程は、
適当な酸を用いたウェットエッチングによってウェハ上の任意の残っている酸化物を選択
的に除去することである。
【００２２】
　他の先端形成処理は、シリコン基板の上面側から完全に先端をエッチングすることであ
る。この処理において、カンチレバーを包囲している露出された底面側のシリコンが酸化
される。上側面から底面側へのリソグラフィツールは、シリコン膜の底面側におけるカン
チレバーに対して、上面側の一つの膜または複数の膜上に先端エッチングマスクをパター
ニングするために使用され得る。数多くの先端形状を、先端エッチングマスク形状および
シリコンエッチング処理を適当に調整することによって作り出すことができる。例えば、
面が刻まれた多面体先端または丸みを帯びた円錐状の先端を形成するために、等方性およ
び/または異方性の双方の、プラズマ（RIE）および/またはウェットエッチング処理が使
用され得る。これらの場合、エッチングは、シリコン膜の底面側で、酸化フィルムおよび
窒化物カンチレバーの接合部に到達した場合に停止される。最後の工程は、適当な酸を用
いたウェットエッチングによってウェハ上の任意の残っている酸化物を選択的に除去する
ことである。
【００２３】
　シャドーマスク技術は、微細加工の当業者にとって一般的である。カンチレバーのシャ
ドーマスクは、（100）シリコン基板または他の任意の適切な基板において所望のカンチ
レバーの形状を備える開口を微細加工することによって容易に製造され得る。基板の上面
側における単純なリソグラフィおよびエッチングは、小さく且つ制御可能なカンチレバー
形状の溝を作ることができる。シリコン基板の底面側における単純なリソグラフィおよび
貫通基板エッチングは、この溝をカンチレバー形状の開口に変えることができる。
【００２４】
　図1は、本発明の目的である高周波低バネ定数のプローブを製造する最初の2つの処理工
程の断面図を示している。第1の工程において、熱二酸化シリコン（本明細書において酸
化物と称される）フィルムの2つの層11および12が、モノクリスタル（100）シリコン基板
10の各表面に成長する。ピンホールがなく均一であり、且つ一般にクリーンな処理から得
られるので、酸化物が好ましい。酸化物は、シリコン基板10の表面をクリーンに保つ役割
を果たし、また、図2において示されるように、窒化シリコンフィルム（本明細書におい
て窒化物と称される）の部分を除去するのに使用される反応性イオンエッチング（RIE）
からシリコン表面を保護する役割も果たす。
【００２５】
　図1の第2の処理工程において、窒化フィルムの2つの層13および14が、それぞれ、酸化
フィルム11および12上に付着される。プラズマ化学気相成長法（PECVD）または低圧化学
気相成長法（LPCVD）のいずれかが、この工程のために使用され得る。窒化物は、化学量
論フィルム（Si3N4）とすることができるが、低応力の異形（SixNy）が好ましい。同様に
、図2において示されるウェット異方性シリコンエッチング用のエッチングマスクとして
の役割を果たすことができる限り、窒化物の代わりに、当業者に公知の、例えばポリマー
または任意の他の半導体材料等の他の材料が使用され得る。
【００２６】
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　図2は、次の3つの処理工程の断面図を示している。これらの工程のうち第1の工程にお
いて、その後にRIEが続く従来のリソグラフィが、パターニングして底面側の窒化フィル
ム14を貫通して矩形の開口部をエッチングするために使用される;RIEは、エッチングが下
層の酸化フィルム12に到達した場合に停止される。これらの工程のうち第2の工程におい
て、例えばHFまたは緩衝酸化エッチング（BOE）といった、酸化物に選択的であり、且つ
シリコンまたは窒化物に非反応性である化学的エッチング剤が、酸化フィルム12を貫通し
て矩形の開口部をエッチングするために使用される。これら3つの工程のうち第3の工程に
おいて、ウェット異方性シリコンエッチングが、シリコン基板10内にピット20をエッチン
グし、タイムドエッチングによって所望の厚みの薄いシリコン膜21を形成するために使用
される。任意の他の適切な異方性シリコンエッチング剤で十分であると考えられるが、水
酸化カリウム（KOH）が好ましいエッチング剤である。膜21の厚みは、本明細書に記載さ
れる全ての工程の完了によって生じるプローブに含まれることになるシリコン先端の高さ
を、膜21の厚みまたはそれよりも若干薄い厚みに限定すると考えられる。これら3つの工
程のうち第1の工程で生じるパターニングされた窒化フィルム14は、このウェット異方性
エッチング用のエッチングマスクとしての役割を果たす。シリコン基板10に形成されたピ
ット20の4つの側壁は、｛111｝結晶学的シリコン表面である。
【００２７】
　図3Aは、残っている窒化フィルム13および14、ならびに酸化フィルム11および12を除去
して、裸のエッチングされたシリコン基板10を残した図を示している。濃縮されたHF（49
％）が、残っているフィルムの全てを同時に除去するために使用され得る。あるいは、煮
沸したリン酸（H3PO4）が、残っている窒化フィルム13および14を除去するために使用さ
れることができ、その後、希釈したHFまたはBOEが、残っている酸化フィルム11および12
を除去するために使用され得る。残っているシリコン基板10は、本明細書に記載される全
ての工程の完了によって生じるであろうプローブの3つの領域として見ることができる。
すなわち、22は、シリコン取っ手に形成され、21は、四面体のシリコン先端に形成され、
10は、残っているバルクシリコン基板である。図3Bは、前の処理工程によって生じる矩形
ピット20を備える、残っているシリコン基板10の底面図を示している。
【００２８】
　図4は、図3Aにおいて示された処理工程によって生じるシリコン基板10の両側面におけ
る低応力窒化物（SixNy）フィルム30および31の付着を図示する断面図である。PECVDまた
はLPCVDのいずれかがこの工程のために使用され得る。本明細書において記載される全て
の工程の完了によって生じるプローブは、窒化フィルム31から作られるカンチレバーを含
むと考えられる。処理における適切な変更により、例えば、当業者に公知の化学量論窒化
物、ポリマー、金属、合成物、または他の半導体材料といった、シリコン処理に適合する
他の材料が低応力窒化物の代わりに使用され得る。このフィルムの厚みは、共振周波数お
よびバネ定数を含むプローブの所望の仕様の関数である。この工程の重要な部分は、窒化
物付着の直前におけるシリコン基板10の入念な洗浄である。二酸化シリコンの薄層が、業
界標準の拡散洗浄処理、ウェット化学的ウェハ洗浄中に形成される場合がある。この層は
結果として、本明細書に記載される全ての工程の完了によって生じるプローブのシリコン
先端が、後の酸化物エッチング処理工程においてエッチングされて窒化物カンチレバーか
ら遊離することを招く。この結果を防止するために、酸化物エッチングが、拡散洗浄処理
の終わりに追加されるべきであり、その結果、窒化物は、2つの材料間に二酸化シリコン
層が存在することなくシリコン上に直接付着され得る。
【００２９】
　図5Aは、微細加工されたシャドーマスク（図示しない）を介して窒化フィルム31の一部
の上にマスク層32を付着させる処理の断面図を示している。マスク層は、RIE中に窒化フ
ィルムを保護するであろう金属、誘電体、ポリマー、または当業者に公知の他の材料から
形成され得る。比較的深い矩形ピット20が、接触式アライナについて激しい回折、または
投射リソグラフィ（ステッパ）についての焦点制限を引き起こすので、マスク層を規定す
るのに従来のリソグラフィを使用することは適当ではないと考えられる。電子ビームリソ
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グラフィを使用することもまた、その非常に高いコストのために、これらのプローブの大
量生産のためには不適当であると考えられる。この工程の完了は、本明細書において記載
される全ての工程の完了によって生じるプローブの長さを規定し、その長さは、マスク層
32上の点33から点34までの距離であると考えられる。図5Bは、マスク層32が窒化フィルム
31の一部の上に付着されているシリコン基板10の表面の底面図を示している。
【００３０】
　図6Aは、エッチングが下層のシリコン表面に到達した場合に停止されるRIEパターニン
グされた窒化フィルム31の断面図を示している。RIEは、膜21の一部を含むシリコン基板1
0の底面の一部を露出する。図6Bは、マスクされていない窒化フィルム31が除去されてい
るシリコン基板10の表面の底面図を示している。
【００３１】
　図7Aは、底面の露出された部分において成長した酸化物層35を備えるシリコン基板10の
断面図を示している。窒化フィルム30および31は、それらが被覆する領域の下および上に
おける酸化物の成長を防止している。窒化物と酸化物が交わる部分36は、窒化物カンチレ
バーの終端でありかつ犠牲酸化物カンチレバー延伸部の始端である部分を示す。図7Bは、
酸化物層35が成長したシリコン基板10の底面図を示している。
【００３２】
　図8Aは、微細加工されたシャドーマスク（図示しない）を介して窒化フィルム31および
酸化フィルム35の一部の上にカンチレバーマスク層40を付着する処理の断面図を示してい
る。そのようなマスク層は、図5Aにおいて表された処理に関連して述べられている。マス
ク層40は、本明細書に記載される全ての工程の完了によって生じるプローブのパターニン
グをもたらす。シリコン基板10の底面図である図8Bは、［110］結晶面方位を向いている
カンチレバーマスク層40を示している。酸化物層35上に延在しているカンチレバーマスク
層40の端部42は、所望の側壁エッチング面を露出しながら、図10Aにおいて表される異方
性シリコンウェットエッチング中にアンダーカットエッチングされるように設計されてい
る。カンチレバーの端部は四角形とすることができるが、アンダーカットエッチング時間
を短くするために、例えば［410］方位または他の所望の方位等の結晶学的方位に沿って
、2本の線を備える三角形とすることもできる。
【００３３】
　図9Aは、それぞれ31および35である窒化フィルムおよび酸化フィルムに転写されたカン
チレバーのパターンの断面図を示している。窒化物パターン41は、RIEでパターニングさ
れた部分41を除いて全ての窒化フィルム31の除去によって生じる。酸化物パターン45は、
希釈したHFまたはBOE溶液によるパターニングされた部分45を除いた全ての酸化フィルム3
5の除去によって生じる。窒化物パターン41は、本明細書において記載される全ての工程
の完了によって生じるプローブのカンチレバーとなる。シリコン基板10の底面図である図
9Bは、より明瞭なパターニングを示している。
【００３４】
　図10Aは、ウェット異方性シリコンエッチング後のシリコン基板10の断面図を示してい
る。エッチング中に、2つの主なエッチング面｛411｝は、酸化物パターン45の下層のシリ
コンをゆっくりとアンダーカットエッチングする。エッチングは、これらの2つのアンダ
ーカット｛411｝エッチング面の交差直線52が、窒化物パターン41および酸化物パターン4
5の接合部36に到達する（または用途に応じて通過する）まで進められる。2つのエッチン
グ面は、本明細書に記載される全ての工程の完了によって生じるプローブの四面体のシリ
コン先端の2つの外側小面を後に形成する。エッチングは、ピットの底部がより薄いシリ
コン膜51であるエッチングピット50を作り出し、シリコン膜21のマスクされていない部分
をさらに薄化する。シリコン基板10の底面図である図10Bは、より明瞭な異方性シリコン
エッチングの結果を示している。
【００３５】
　図11は、異方性シリコンエッチングの結果の底面方向から見た拡大斜視図を示している
。図11の前面は、接合部36において接触している窒化物パターン41および酸化物パターン
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45を示している。酸化物パターン45の端部43は、矢印44の側面が［410］シリコン結晶方
位と一致する矢印点に形成されている。｛411｝結晶面であるシリコン表面53および54の
交差直線52は、［110］シリコン結晶方位に対しておよそ74°の角度を形成している。酸
化物パターン45の矢印点外形は、四角形の端部外形における結果と比較した場合に、アン
ダーカットエッチングにおいて｛411｝結晶面53および54がより早くそれら自身を露呈す
るのを強制するように設計されている。酸化物パターン45の端縁44はまた、アンダーカッ
トエッチング中に表面53および54の形成を最適化するために、［310］のような他の結晶
方位またはさらには非結晶面方位と一致され得る。しかしながら、表面53および54の最後
のエッチング輪郭は、｛411｝結晶面配向性をなお選択すると考えられる。実際には、表
面55および56は特定の結晶面ではない。代わりに、それらは多様で不規則なエッチング面
としてそれら自身を露呈する。便宜上、それらは単一面としてここでは表される。
【００３６】
　図12は、次の2つの工程、すなわち、酸化物エッチング工程とその後に続く酸化物成長
工程の後のシリコン基板10の断面図を示している。第1の工程において、酸化物パターン4
5がHFまたはBOE溶液を用いて除去される。第2の工程において、酸化フィルム60がシリコ
ン基板10の底面側における全ての露出したシリコン表面上に成長する。この第2の工程の
結果は、窒化フィルム31および41の2つの区域ならびに酸化フィルム60の区域から形成さ
れた、完成した底面側のエッチングマスクである。
【００３７】
　図13Aは、RIEによって上側の窒化フィルム30を除去してシリコン基板10の上側表面を露
出した結果の断面図を示している。図13Bは、図13Aにおいて表される工程後の上方向から
の拡大斜視図を示している。図11における描写とは異なり、本明細書に記載される全ての
工程の完了によって生じるプローブのカンチレバーとなるここでの窒化物パターン41は、
前面よりもむしろ背面にある。前面21におけるシリコン表面は、図示する目的のみで剥ぎ
取られたシリコン膜51と共に示されている。図12において表された酸化フィルムの成長は
、他の（111）結晶面（図示しない）、ならびに表面54および56（同じく図示しない）と
共に、（111）結晶面、ならびに表面53および55にまで及ぶ。このフィルムは、図14Aにお
いて表されるウェット異方性シリコンエッチング中において、四面体のシリコン先端の形
成に関連してエッチングマスクとしての役割を果たす。
【００３８】
　図14Aは、ウェット異方性シリコンエッチングによってシリコン基板10の露出した上側
表面をエッチングすることによる、窒化物パターン41におけるシリコン先端63の形成処理
の断面図を示している。エッチングは、窒化物パターン41の上面に至るまで継続し、小さ
いシリコン先端63を除いて薄いシリコン膜21および51を完全に除去し、窒化物パターン41
および酸化フィルム60を露出するのを可能とする。本明細書において記載される全ての工
程の完了によって生じるプローブの取っ手22は、この時点でシリコン基板10の残りから分
離される。図14Bは、図14Aにおいて表された工程の拡大断面図を示している。プローブの
取っ手22は示されていない。プローブの先端の表面65は、ウェットシリコンエッチング中
に形成され、且つ（111）結晶面である。酸化物層60は、先端63、および今やカンチレバ
ーである窒化物パターン41を解放するように、希釈したHFまたはBOE溶液を用いて除去さ
れる。図4において表された処理に関連して述べられたような窒化物カンチレバー41とシ
リコン先端63との間に介在する酸化物層がないので、先端63とカンチレバー41との間の結
合は、酸化物フィルム60のエッチング中に保持されると考えられる。
【００３９】
　図15は、三つの側面を有する四面体のシリコン先端63を備えるシリコン窒化物カンチレ
バー41の拡大斜視図を示している。表面65は、（111）結晶面であり、ウェット異方性シ
リコンエッチングにおいて最も遅いエッチング面である。表面53および54は、交差直線52
が窒化物カンチリバー41に対しておよそ74°の角度を形成する｛411｝結晶面である。
【００４０】
　図16は、最終的なプローブの断面図を示している。プローブのシリコン取っ手22、窒化
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物カンチレバー41、および三つの側面を有する四面体の単結晶シリコン先端63が示されて
いる。
【００４１】
　図108A～図111は、本発明の目的である高周波低バネ定数のプローブを製造する他の態
様の断面図、底面図、および拡大斜視図を示している。この態様において、犠牲酸化物延
伸部（図9A～図11の45）の形成に一部必要である図5A～図11において表された第1の態様
の処理工程は省略され、図108A～図111において表された処理工程がそれらの代わりに代
用される。この態様についての全体のプローブ製造処理は、この言及された省略および代
用を除き、第1の態様の処理工程に続く。
【００４２】
　図210A～図213は、本発明の目的である高周波低バネ定数のプローブを製造する他の態
様の断面図および底面図を示している。この態様は、第1の態様の図1～図4において表さ
れた処理工程から始まり、その後に第2の態様の図108A～図109Bにおいて表された処理工
程が続き、図210A～図213において表された処理工程で終わる。図210Aおよび図210Bは、
図109Aおよび図109Bにおいて表された処理工程の完了によって生じる、露出した底面側の
シリコンにおける二酸化シリコンフィルムの成長を示している。図211において示される
次の工程は、基板の底面側の窒化物カンチレバー43の端部に位置合わせされる、基板の上
面側におけるリソグラフィ工程である。これは、当業者に公知のリソグラフィツールを用
いて実現され得る。このツールおよびRIEを使用することにより、窒化物層30が、シリコ
ン膜21上で選択的に停止される先端マスク81に形成される。この先端マスクは、円形およ
び任意の数の側面を備える多角形を含む多数の形状とすることができる。図212Aおよび21
2Bは、基板の上側面に露出したシリコンのエッチングを示している。エッチングは、ウェ
ット等方性化学、ウェット異方性化学、またはプラズマRIEによって行われ得る。この発
想は、異なるAFMイメージングの要望に有益であり得る多数の異なる先端形状が、シリコ
ン基板の上側面から全体に行われる先端エッチング処理によって製造され得ることである
。図213は、いかなる残っている酸化物80もウェットHFベースのエッチング剤を用いて選
択的に除去された後の、最終的なプローブの断面図を示している。プローブのシリコン取
っ手22、窒化物カンチレバー41、および単結晶シリコン先端82が示されている。
【００４３】
　図308A～図311Bは、本発明の目的である高周波低バネ定数のプローブを製造する他の態
様の断面図、底面図、および拡大斜視図を示している。この態様は、AFMでの使用に効果
をもたらし得るカンチレバー最適化技術である。AFMは、大抵は、一体化された光学顕微
鏡を含み、その結果、プローブ先端が関心対象の試料における特定の場所に着地すること
ができる。この態様は、先端の最外側の小面に一致する三角形の点を有する先端端部を備
えるカンチレバーをもたらし、これにより、AFM操作者が試料の特定の場所に先端を着地
させるのを可能とするプローブの最適な平面図を与える。
【００４４】
　図308Aは、プローブ基板上のカンチレバーエッチングマスクを形成するシャドーマスク
341の平面図を示している。シャドーマスク341の、カンチレバーの形をした開口部340は
、基部において広く、その長さに沿って矩形に狭く、且つ三角形の端部で終結している。
この態様は、第1の態様の図1～図4において表された処理工程から始まり、シャドーマス
ク341が、図108B、図109B、および図110Bにおいて表された形状の代わりに図308Aにおい
て表される形状340をもたらすことを除き、第2の態様の図108A～図110Bにおいて表された
処理工程が後に続く。図308Bは、前述の文章において言及された処理工程を完了した結果
である図108Bにおいて表されたものと等価な、基板の底面図を示している。図308Bは、プ
ローブ基板の（111）面の直前の（100）膜の平坦な下面に着地しているマスクの広い部分
を備える臨界配置47を示している。図110Aおよび図11OBにおいて表された処理工程の完了
後、この態様は、図311Aにおいて示される処理工程を続ける。この工程において、クロム
/金または他の任意の適切な薄いフィルム材料90は、カンチレバー用の成形エッチングマ
スクとして使用するために基板の底面側に付着される。その後、基板は、外側にある張り
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して選択的なRIEのような、ウェットエッチング剤に露出され得る。カンチレバー材料は
、カンチレバーフィルムが露出されたいかなる場所からも除去される。その後、クロム/
金の層は、適当な化学的エッチング剤を使用して選択的に除去され得る。図311Bおよび図
311Cは、エッチング中に除去されるカンチレバー材料の底面側の拡大斜視図であり、前者
はエッチング前であり、後者はエッチング後である。シリコン取っ手22に結合するカンチ
レバー基部48の広い部分は、図110において表された先端のエッチング工程中に、シリコ
ン取っ手がカンチレバー基部の近くに不規則なアンダーカットエッチング面を形成するの
を防止するのに必要であった。広いカンチレバー基部が使用されなかった場合には、アン
ダーカットエッチング面は、シリコン取っ手22の（111）面から延在するカンチレバーに
切り込みを作り出したであろう。その理由は、RIE中のシリコンに対する窒化物の正確さ
にかける選択性に起因して、図109において表された処理工程中に窒化フィルムがRIEによ
って除去された場合に、不定のシリコン面が露出されると考えられるからである。
【００４５】
　簡単に概説された処理工程の完了後、この態様は、図12～図16において表された処理工
程で終了する。
【００４６】
　図401～図403は、出発基板がシリコン・オン・インシュレータ（SOI）基板である、本
発明の目的である高周波低バネ定数のプローブを製造する他の態様の断面図を示している
。この基板は、SOIウェハがシリコン基板の代わりとされることを除き、先の任意の図面
において表された全ての処理工程に適している。図401は、酸化フィルム11および12、な
らびに窒化フィルム13および14が追加された後の出発SOI基板110を示している。シリコン
膜21が出発SOI基板の一部であり、酸化物絶縁体15によってバルクシリコン10から分離さ
れていることに留意されたい。図402は、ウェット異方性シリコンエッチングが後に続く
、底面側の窒化フィルム14および酸化フィルム12のパターニングを示している。この場合
、ウェットエッチングは、埋め込まれた酸化物層15に到達した場合に自動的に停止する。
図2において表された対応する処理工程によって与えられる結果と比較した場合にエッチ
ングの欠陥がないシリコン膜21を保つと考えられることから、SOI基板に対する重要な利
点は、この、余分の酸化物層15である。ウェットエッチングシリコンの場合にありふれて
いるエッチングの欠陥は、標準のシリコン基板処理における最終的なカンチレバー表面ま
で広がり、プローブの性能に悪影響を及ぼす可能性がある。図403は、窒化フィルム13お
よび14、ならびに酸化物フィルム11および12が適当な酸を用いて基板から除去された図3
に対応するSOIである。埋め込まれた酸化物絶縁層15はその露出した表面領域が最小であ
ることに起因して、酸化物エッチング中に損なわれないことに留意されたい。
【００４７】
　本発明の記載された態様は、単に本発明の概念の好ましく且つ例示的なものであるとみ
なされる。本発明の範囲は、そのような態様に限定されるわけではない。様々な多数の他
の構成は、本発明の精神および範囲から逸脱することなく、当業者によって工夫され得る
。
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